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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 

Ｎｏ. コメントの概要 金融庁の考え方

１ 

「保険契約者の総数が千人を超えない範囲

内において内閣府令で定める数を超えない保

険事業」について、登録者数が千人規模の保

険事業者が、多額の投資をして当該情報シス

テムを導入する価値があるのかが疑問です。 

保険契約者の総数で制限をかけるのではな

く、契約者のうち情報システムの利用を希望す

る者の人数に対して制限をかけるほうが、大手

の保険事業者も規制のサンドボックス制度を

利用しやすいのではないかと考えるのですが

いかがでしょうか。 

少額短期保険業者は、制度上、過大なリス

クとなる再保険の引受けが禁止されておりま

すが、本件は生産性向上特別措置法に基づく

特例措置を講じて新技術等実証計画を行うも

のであり、一定のリスクの範囲内であれば再

保険の引受けができるよう対象者の人数等を

限定しているものです。 

大手の保険事業者が何を指しているのか不

明ですが、例えば損害保険会社であれば再保

険の引受けは法令上の制限はありません。 

２ 

各共済団体において、保険業法に抵触しない

よう保険業法施行令第一条の四第二項等を遵

守した業務運営や財産管理が行われること、お

よび保険法の規律を遵守した適正な対応が行

われることが本実証の前提である、という理解

でよいか。 

少額短期保険業ではセーフティネットへの

加入義務が無いなど規制が軽減されているこ

とを踏まえて取扱商品が限定されていること

から、取扱商品拡大の是非を検討するに当たっ

ては、一保険者に対する債務額が過大なものと

ならないようにという消費者保護の観点や事

業者の健全性の観点が必要である、との理解で

よいか。 

生産性向上特別措置法施行令の改正案及び

当該施行令の規定に基づく内閣府令案に対す

るコメントではないと考えられるため、御意

見として承ります。 

 なお、新技術等実証計画を行う場合に保険

業法及び他の法令に違反することが許容され

ているものではありません。 

 また、新技術等実証計画を行った後、規制

緩和を行うかどうかは、当該実証計画によっ

て得られる様々なデータの検証や保険業法上

の保険契約者等の保護の必要性等を総合的に

勘案して検討することになります。 

３ 

保険業法にて従前より用いられてきた「電子

情報処理組織」という用語又は「電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術」

という用語の意味と、本案にある「情報システ

ム」という用語の意味の違いについてご教示い

ただきたい。また、「情報システム」と、「電

子情報処理組織」又は「電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術」のいずれ

か一方が同一の意味である場合には、法に合わ

せていただきたい。 

 保険業法における「電子情報処理組織」、

「電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術」と本政令案の「情報システ

ム」については、本政令案が生産性向上特別

措置法に基づく新技術等実証計画に記載され

る新技術である情報システムを指しているも

のであり、同一の意味ではなく、また、その

違いについて明確に区分できるものではあり

ません。 



- 2 - 

Ｎｏ. コメントの概要 金融庁の考え方

 ４ 

生産性向上に小規模共済制度がどう寄与す

るのかピンときません。 

またこの共済制度で誰にどんな利点がある

のか不明です。政令では「保険契約者の総数が

千人を超えない範囲内において…保険金額が

保険契約者につき 80 万円を超えない範囲内に

おいて…」という数字設定の根拠は不明だし、

内閣府令に落とし込むとその数字が百人と 10

万円という数字になっている根拠も不明。基準

設定の根拠を明確にすべき。 

少額短期保険業者は、制度上、過大なリス

クとなる再保険の引受けが禁止されておりま

すが、本件は生産性向上特別措置法に基づく

特例措置を講じて新技術等実証計画を行うも

のであり、一定のリスクの範囲内であれば再

保険の引受けができるよう対象者の人数等を

限定しているものです。 


